
収　　入 令和8年度予算 令和7年度予算 前年度差額
一般保険料収入 1,388,637 1,363,548 25,089
雑収入 6,743 6,276 467
その他経常収入 925 857 68

経常収入合計 1,396,305 1,370,681 25,624
調整保険料収入 17,854 17,603 251
繰越金 17,689 71,447 ▲ 53,758
繰入金 300,000 80,000 220,000
財政調整事業交付金 15,216 12,001 3,215
その他収入 26,219 6,832 19,387

収  入  合  計 1,773,283 1,558,564 214,719

支　　出 令和8年度予算 令和7年度予算 前年度差額
事務費 28,507 35,443 ▲ 6,936
保険給付費 815,918 705,910 110,008

納付金
●前期高齢者納付金 372,838 428,673 ▲ 55,835
●後期高齢者支援金 334,394 317,874 16,520
●その他納付金 3 3 0

合　　計 707,235 746,550 ▲ 39,315
保健事業費 78,472 52,573 25,899
その他経常支出 378 378 0

経常支出合計 1,630,510 1,540,854 89,656
財政調整事業拠出金 17,854 17,603 251
予備費 124,917 105 124,812
その他支出 2 2 0

支  出  合  計 1,773,283 1,558,564 214,719
経常収支差引額 ▲ 234,205 ▲ 170,173 ▲ 64,032

準備金保有額 201,270 201,257 13
別途積立金保有額 1,750,477 1,747,477 3,000

■東洋アルミニウム健康保険組合の財政見込み （※単位：千円）

先の組合会において、東洋アルミニウム健康保険組合の令和８年度予算が承認され、決定しました。

令和８年度予算のお知らせ
■収支の状況 ――予算総額17億7,328万3千円（経常収入支出差引額▲2億3,420万5千円）

　健保組合の財政は、みなさんと事業主が納める保険料を主な収
入源としています。この保険料は、主にみなさんの医療費の７割
に充てられたり（保険給付費）、健康づくりをサポートする保健
事業を実施（保健事業費）したり、高齢者医療を支えるための拠
出金（納付金）などに使われます。
　令和８年度の保険料収入は、13億8,863万7千円を見込んでい
ます。一方支出は、保険給付費が8億1,591万8千円、納付金は全
体で7億723万5千円となる見込みです。この結果、組合財政の健
全性を示す経常収入支出差引額は、2億3,420万5千円の赤字が見
込まれており、繰入金3億円を計上しました。
　令和8年度から「子ども・子育て支援金」がスタートし負担増
となりますが、健康保険料率、介護保険料率の引き下げにより対
応し、実質負担は前年度から変更ありません。

被 保 険 者 数
男 1,596人
女 309人
計 1,905人

平均標準報酬月額 計 457,675円

健 康 保 険 料 率
事業主 5.2925％
被保険者 4.7925％
計 10.085％

介 護 保 険 料 率
事業主 0.8425％
被保険者 0.8425％
計 1.685％

子ども・子育て
支援金率

事業主 0.115％
被保険者 0.115％
計 0.23％

■予算の基礎数値
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子ども・子育て支援金制度子ども・子育て支援金制度
2026年 4月～

子ども・子育て支援金加算イメージ

支援金のおもな使いみち

支援金の額について

健康保険料
（被保険者全員）

介護保険料
（40～ 64歳の介護保険第２号被保険者等）

子ども・子育て支援金
（被保険者全員）

健康保険組合は、子ども・子育て支援金の代行徴収機関を担います。

標準報酬月額 × 支援金率※＝毎月の支援金額〈支援金率・支援金の負担イメージ〉

2026
年度

2027
年度

2028
年度

2029年度以降2029年度以降

児童手当の拡充 妊娠・出産時の支援給付

育児時短就業給付

国民年金保険料免除措置

出生後休業支援給付

こども誰でも通園制度

子の出生直後の一定期間内に両親とも
に14日以上育児休業を取得した場合、
最大28日間、手取りの10割相当が
支給されます。

0歳6ヵ月から満3歳未満のこどもが
月10時間まで、時間単位等で柔軟に
保育所等を利用できる仕組みの創設。

2歳未満の子を養育するために時短
勤務を選択した場合、時短勤務時の
賃金の原則10％が支給されます。

自営業やフリーランス等の国民年金
第1号被保険者について、その子が
1歳になるまでの期間の国民年金保
険料を免除。

妊娠届出時に5万円が支給され、妊
娠後期以降にも妊娠している子ども
の人数×5万円が支給されます。
※原則10万円相当の経済的支援が受けら

れます。

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin

※健康保険に加入しているすべての被保険者（特例退職・任意継続を含む）が対象となります。年齢や性別、子どもの有無、
　海外赴任等は関係ありません。ただし、産休中や育休中の被保険者は免除されます。　

この制度は、国が少子化対策として掲げる、こども未来戦略
「加速化プラン」を実現するための財源を確保する制度です。
健康保険などの医療保険制度に加入している被保険者と事業
主が費用を負担し、子どもや子育て世帯を社会全体で支える
ことを目的としています。 

こども家庭庁のホームページをご覧ください

•所得に関係なく支給
•高校生の年代まで支給期間を延長
•第３子以降は１人当たり３万円に増額
•年６回（偶数月）に支給回数を増加

〈労使折半の場合〉
2026年度は、標準報酬月額30万円なら月345円、50万
円なら月575円になる見込みです。
※支援金率は、2026年度から0.23％ではじまり、2028年度には0.4％程度

に段階的に引き上げられる見込みです。ただし、国が2028年度分支援納付
金の最大規模を決めているため、右肩上がりで増えることはありません。

詳しくは詳しくは

2026年4月分
からの保険料

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido



